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研究要旨： 

 健康格差縮小など健康づくりの推進、ソーシャルキャピタルの醸成、他機関との連携と

いった取組は地域保健の向上のみならず健康危機管理時の保健所機能強化に資することが

期待されることから、本研究では、全国の保健所を対象として調査を行うとともに研究班

内での議論の結果等を踏まえて、現状と今後の保健所活動の方向性を検討した。 

 今後も健康格差の縮小やソーシャルキャピタルの醸成への取組が必要であるが、市町村

との重層的な関わりなど市町村やその他の機関との連携を強化する必要性が示された。ま

た、地域の公的機関、非営利機関、民間機関等の連携強化における保健所の役割強化

が求められており、地域保健総合推進事業を充実・強化するなどして好事例を収集分

析し横展開を図る必要性が示された。 

 

Ａ．研究目的 

 健康づくりの推進、ソーシャルキャピタル

の醸成、他機関との連携は、地域保健対策の

推進に関する基本的な指針にも掲げられてお

り、地域保健において重要な課題である。 

 今後、保健所にはオールハザードに対応す

る健康危機管理に向けた機能強化が求められ

るが、平時において健康格差縮小など健康づ

くりの推進、ソーシャルキャピタルの醸成、

他機関との連携に取り組んでおくことは地域

保健の向上のみならず健康危機管理時の保健

所機能強化に資することが期待される。 

この分担研究は、健康格差縮小、ソーシャ

ルキャピタル醸成、他機関との連携等につい

ての保健所の現状と今後のあり方等について

検討することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 全国の保健所を対象として、令和 4

（2022）年 10 月～令和 5（2023）年 1 月に

メールによる調査を行った（詳細は総括研

究報告書参照）。また、研究班内での議論

及びフォーカスグループディスカッション

の結果等を踏まえて検討を行った。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

 

１）健康格差の縮小、ソーシャルキャピタ

ルの醸成について 

① 「健康格差の縮小に向けての保健所の

役割は、今後どのようにすべきと思います

か。」（単数回答）の問いに対して、回答

した 286 保健所の内訳は、「これまでと同

じくらい」が 57.7％と最も多く、次いで「大

きくする」が 31.1％、「小さくする」が

6.3％などとなっている。その他の意見とし

て、「関係団体との連携等により健康格差

の縮小に取り組む」「（都道府県）本庁と

市町村が事業の中心であり県型保健所はそ

の支援を行う」「担う機能と人員配置・予

算とのバランスを踏まえて検討すべき」な

どがあった。 

② 「住民のソーシャルキャピタルの醸成

に向けての保健所の役割は、今後どのよう
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にすべきと思いますか。」（単数回答）の

問いに対して、回答した 286 保健所の内訳

は、「これまでと同じくらい」が 59.8％と

最も多く、次いで「大きくする」が 23.4％、

「小さくする」が 9.8％などとなっている。

その他の意見として、「より住民に近い市

町村が強化するべき」「市町村が事業の中

心であり県型保健所はその支援を行う」

「市町村の機能強化に力を注ぐ」「量的な

問題ではなく、質的な変更が必要」「担う

機能と人員配置・予算とのバランスを踏ま

えて検討すべき」などがあった。 

 

２）他機関等との連携について 

① 「地域の公的機関、非営利機関、民間

機関等の連携強化に向けての保健所の役割

は、今後どのようにすべきと思いますか。」

（単数回答）の問いに対して、回答した 286

保健所の内訳は、「これまでと同じくらい」

が 51.7％と最も多く、次いで「大きくする」

が 42.0％、「小さくする」が 2.1％などと

なっている。その他の意見として、「今後

の社会情勢や市民のニーズに応じて検討」

「状況変化を見極め、柔軟に対応する」な

どがあった。 

② 「貴保健所では、下記のような活動を

行っている中間支援組織（NPO や住民団体

等の支援を行う組織）との連携はあります

か。広域的に活動している中間支援組織と

の連携も含みます。」（複数回答可）の問

いに対して、回答した 286 保健所のうち、

最も多いのが「特にない」の 53.5％で、「健

康づくり」の 32.2％、「災害対応」の 12.6％、

「地域づくり」の 12.2％、「介護予防」の

10.8％、となっている。「その他」では、

「ひきこもり支援」「動物愛護」「精神障

がい者支援」「依存症対応」「在宅看取り」

などにおける連携が挙げられている。具体

的な連携先として、食生活改善推進協議会、

愛育班、健康づくり団体、自治会、児童民

生委員、動物愛護団体、医療関係団体など

の他、地域の NPO 法人やボランティア組織

なども挙げられていた。 

 

３）保健所で実施すると良い特徴的な取り

組みについて 

 「貴保健所では、今後多くの保健所で実

施すると良いと思われる特徴的な取り組み

を行っていますか。例えば、目標設定をし

ながらの健康危機管理や、地域の多様な資

源が協力し合う場の設定など、マネジメン

トのやり方に関するもの、事業展開に関す

るものなど含めてお考えください。」（単

数回答）の問いに対して、回答した 286 保

健所の内訳は、「行っている」が 12.2％で

「行っていない」が 85.3％となっている。

具体的な事例としては、地域での他機関と

の連携やネットワークづくりに関するもの

が多くを占めている。 

 

Ｄ．結論 

 平成 24 年の指針改定時に追加されたソー

シャルキャピタルを活用した自助及び共助の

支援の推進は、地域保健のみならず地域社会

の大きな課題であり、本庁や市町村のほか関

係機関等との連携を強化し今後も引き続き取

り組む必要がある。 

 また、健康日本 21（第二次）で目標とされ

た健康格差の縮小は都道府県格差の縮小を意

味していたが、保健所活動で実感する健康格

差は、地域差よりは個人の属性によるものが

大きく、これは SDGs の理念である誰一人取り

残さない持続可能で多様性と包摂性のある社

会の実現に近いと思われる。これまでも地域

保健活動は健康格差縮小を目指してきたが、

市町村と重層的に、あるいは市町村を支援し

ながら今後も引き続き取り組む必要がある。 

 このような地域保健活動は地域での連携の

もとで行われなければ成果が期待できず、今

後は、地域の公的機関、非営利機関、民間機

関等の連携強化に向けての保健所の果たす役

割を大きくする必要がある。 
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 都道府県型保健所が減少し、市区型保健所

が増加する現状では、個別保健所のユニーク

な取り組みは増加する可能性はあるものの、

好事例の横展開は難しくなることが予想され

る。そのためには、地域保健総合推進事業等

をさらに充実・強化して好事例の横展開を推

進する必要がある。 

 

Ｅ．研究発表  

１．論文発表 
 特になし 

 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
特になし 

２．実用新案登録 
特になし 

３．その他 
特になし 
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	Ｆ３　コロナ対応を経験したことから、病院機能の見直しや、日々の感染症診療の分担などの地域の医療との調整について、今後、中長期的に考えて、どこが担うのが良いと思いますか。（単数回答）
	Ｆ４　住民への直接的な業務と、体制づくり等の間接的な業務の比率について、コロナ後の「保健所活動」は、コロナ前と比べてどのようにすべきと思いますか。
	Ｆ５　健康危機事象が発生した際、保健所固有の業務が増大する場合、専門職種の応援体制は、どのような対応になっていますか。（複数回答可）
	Ｆ６　行政職員以外の地域の専門職や非専門職などについて、感染症パンデミックや災害等の今後の健康危機に向けて、平常時から確保、育成することについて、保健所の役割をどのように思いますか。（単数回答）
	Ｆ７　保健所が夜間休日を含めた健康危機管理対応を行う上で、今後改善した方が良いことはありますか。（複数回答可）

	Ｇ　今後の保健所活動について
	Ｇ１　健康格差の縮小に向けての保健所の役割は、今後どのようにすべきと思いますか。
	Ｇ２　住民のソーシャルキャピタルの醸成に向けての保健所の役割は、今後どのようにすべきと思いますか。（単数回答）
	Ｇ３　地域の公的機関、非営利機関、民間機関等の連携強化に向けての保健所の役割は、今後どのようにすべきと思いますか。（単数回答）
	Ｇ４　貴保健所では、下記のような活動を行っている中間支援組織（ＮＰＯや住民団体等の支援を行う組織）との連携はありますか。広域的に活動している中間支援組織との連携も含みます。（複数回答可）
	Ｇ５　貴保健所では、今後多くの保健所で実施すると良いと思われる特徴的な取り組みを行っていますか。例えば、目標設定をしながらの健康危機管理や、地域の多様な資源が協力し合う場の設定など、マネジメントのやり方に関するもの、事業展開に関するものなど含めてお考えください。（単数回答）
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